
独
立
行
政
法
人
原
子
力
安
全
基
盤
機
構
の
解
散
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
四
日

参

議

院

環

境

委

員

会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一
、
独
立
行
政
法
人
原
子
力
安
全
基
盤
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
職
員
を
原
子
力
規
制
委
員
会
へ
採
用
す
る
際
の

具
体
的
な
手
続
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
「
で
き
る
限
り
一
体
と
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
職
員
と
す
る
よ
う

努
め
る
」
こ
と
と
定
め
た
本
法
の
規
定
に
鑑
み
、
原
子
力
規
制
委
員
会
へ
の
採
用
を
希
望
す
る
機
構
職
員
に
つ
い
て
は
可
能

な
限
り
採
用
す
る
こ
と
。

二
、
機
構
を
統
合
し
た
後
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
体
制
づ
く
り
や
機
構
か
ら
採
用
し
た
職
員
の
配
置
に
際
し
て
は
、
機
構
出

身
者
の
能
力
を
最
大
限
に
生
か
せ
る
よ
う
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

三
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
採
用
さ
れ
る
機
構
の
職
員
に
支
給
さ
れ
る
人
事
院
規
則
で
定
め
る
特
別
の
手
当
の
検
討
に
当
た
っ

て
は
、
当
該
職
員
の
高
い
知
見
や
技
術
力
を
適
正
に
勘
案
し
つ
つ
、
国
家
公
務
員
で
あ
る
原
子
力
規
制
委
員
会
職
員
に
な
っ

た
こ
と
に
よ
り
収
入
等
に
大
き
く
影
響
が
及
ば
な
い
よ
う
な
給
与
体
系
と
な
る
よ
う
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

四
、
原
子
力
規
制
委
員
会
へ
の
採
用
を
希
望
し
な
い
機
構
職
員
に
対
し
て
は
、
再
就
職
の
支
援
等
に
最
大
限
配
慮
す
る
こ
と
。

五
、
機
構
職
員
が
有
す
る
原
子
力
安
全
規
制
行
政
に
係
る
知
見
や
技
術
を
、
原
子
力
規
制
庁
の
若
手
職
員
等
に
引
き
継
ぐ
た
め

の
体
制
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
原
子
力
安
全
規
制
行
政
の
将
来
を
見
据
え
た
人
材
の
育
成
に
努
め
る
こ
と
。

六
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
有
す
る
科
学
的
知
見
や
専
門
的
技
術
の
一
層
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
者
の
監
視
・

監
督
機
能
の
一
層
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
。



七
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
発
足
し
て
か
ら
一
年
以
上
が
経
過
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
委
員
会
設
置
法
に
規
定
さ
れ

て
い
る
原
子
炉
安
全
専
門
審
査
会
、
核
燃
料
安
全
専
門
審
査
会
及
び
放
射
線
審
議
会
が
未
だ
に
設
置
さ
れ
て
い
な
い
現
状
に

鑑
み
、
早
期
に
設
置
す
る
こ
と
。

八
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
研
究
調
査
機
能
の
強
化
に
努
め
る
と
と
も
に
、
関
連
す
る
大
学
や
研
究
調
査
機
関
等
と
の
連
携
を

深
め
、
原
子
力
安
全
規
制
の
た
め
の
技
術
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

九
、
海
外
の
最
新
の
知
見
や
技
術
を
取
り
入
れ
る
た
め
、
外
国
人
有
識
者
の
活
用
並
び
に
諸
外
国
の
原
子
力
関
係
機
関
と
の
意

見
交
換
及
び
情
報
共
有
を
一
層
推
進
す
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
機
構
が
行
っ
て
き
た
海
外
の
技
術
支
援
機
関
等
と
の
協

力
等
を
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
引
き
続
き
行
え
る
よ
う
体
制
整
備
を
図
る
こ
と
。

十
、
原
子
力
に
係
る
高
い
知
見
や
技
術
を
有
す
る
民
間
の
人
材
を
積
極
的
に
採
用
す
る
な
ど
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
一
層
の

体
制
強
化
に
努
め
る
こ
と
。

十
一
、
原
子
力
規
制
行
政
の
的
確
な
実
施
の
た
め
に
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
の
確
保
に
資
す
る
研
究
を
不
断
に
実
施

し
、
科
学
的
知
見
を
蓄
積
し
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
附
則
第
六
条
第
五
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
そ
の
他
の
関
係
団
体
の
組
織
及
び
業
務
の
在
り
方
に
つ
い

て
早
期
に
検
討
を
行
い
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
二
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の
廃
炉
作
業
に
お
い
て
、
汚
染
水
問
題
や
、
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
か
ら
の
燃

料
取
り
出
し
な
ど
課
題
が
山
積
し
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
原
子
力
規
制
委
員
会
の
規
制
機
関
と
し
て

の
専
門
性
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
、
廃
炉
・
汚
染
水
問
題
に
係
る
安
全
確
保
の
監
視
に
万
全
を
尽
く
す
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


